
令 和 元 年
７月２日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
こ
ど
も
家
庭
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
五
号

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え

る
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
の
説
明
す
べ
き
事
項
)

第
十
六
条

条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
護
者
は
、
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
た
だ

し
書
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
書
面
を
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

保
護
者
は
、
整
備
法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
条
例
第
十
四
条
の
三
第
五

項
の
書
面
を
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

（
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
理
由
等
）

第
十
七
条

条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
を
受
け
る
青
少
年
が
障
害
を
有
し
、
又
は
疾
病

に
か
か
つ
て
い
る
た
め
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
当
該
青
少
年
の
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
。

二

保
護
者
が
そ
の
監
護
に
係
る
青
少
年
の
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
利
用
の
状
況

を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
（
視
聴
を
含
む
。
）

を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
理
由

⚒

条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
保
護
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
電
話
番
号

と
す
る
。

（
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
理
由
等
）

第
十
八
条

条
例
第
十
四
条
の
三
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
理
由
は
、
保
護
者
が
自
ら
の
責
任
に
お
い

て
適
切
に
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

⚒

条
例
第
十
四
条
の
三
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
二
項
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「（

第
17条
関
係
）

」
を
「（

第
20条
関
係
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

令和元年７月２日 火曜日 山 口 県 報 （号 外−９）
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